
９ 周産期医療
� 産婦人科医，小児科医の確保

【現状】

本県の産婦人科医数は，平成２８（２０１６）年１２月末現在（医師・歯科医師・薬剤師調査）

で２１７人となっており，人口１０万対７�５と全国平均の８�９を下回り，全国第４１位と低位の状
況にあります。

また，小児科医数は，平成２８（２０１６）年１２月末現在（同調査）で２８４人となっており，

人口１０万対９�８と全国平均１３�３を下回り，全国最下位の状況にあります。

【課題】

政策的な医療を担う診療科として，産婦人科医や小児科医の養成・確保を進めるととも

に，今後増加する修学生医師の義務明け後の県内定着を促進する必要があります。

また，これらの診療科は女性医師の割合が高いことから，女性医師の継続的な就業支援

を推進していく必要があります。

【対策】

ア 目指すべき方向

� 医師確保方針

� 地域医療の充実を図るために必要な医師を確保するとともに，県民の安心・安全

を担保するため，地域の医療ニーズに見合う医師確保対策を実施します。

� 総合的な医師確保対策の実施

� 県内の医療機関での勤務や研修を希望する医師が増えるよう，高校生，医学生，

研修医，医師の各段階に応じた，医師の養成・確保のための施策を実施します。

� 「地域医療支援センター」の体制強化

� 修学資金の貸与を受けた修学生及び修学生医師が増加する中，義務明け後の県内

勤務を見据えた長期間のキャリア形成を支援するため，業務内容の拡充や医師を含

めたスタッフの増員など，地域医療支援センターの体制を強化します。

� 県，大学，医療機関等の連携

� 医科大学への働きかけ等により，本県への医師派遣を促進します。

� 県，大学及び県内医療機関等で連携し，医科大学への寄附講座設置による医師派

遣や修学生医師の県内勤務義務と専門医資格の取得を両立できる研修プログラム

（カリキュラム）の作成などを進めます。

イ 施策

� 医師の養成・確保，地域偏在・診療科偏在の解消

� 医師の絶対数の確保と地域偏在の解消を図るため，茨城県地域医療支援センター

を核として高校生，医学生，研修医，医師のそれぞれの段階に応じた総合的な医師

確保対策を実施します。

ａ 医師修学資金貸与制度等を活用し，本県で勤務する産婦人科や小児科など不足

診療科の医師を養成します。

ｂ 地域医療の現場に触れる修学生セミナーや，修学生の集いを開催し，地域医療
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に従事する医学生や医師を支援します。

ｃ 医師修学資金や地域枠の医学生及びこれを活用した修学生医師のキャリア形成

支援や，医師不足地域の病院等への派遣調整を行います。

ｄ キャリアコーディネーターとの個別面談を通じ，オーダーメイドのキャリアパ

スを作成・提示し，専門医や認定医の取得支援等，地域枠医師等のキャリア形成

を支援します。

ｅ 医科大学等と連携した寄附講座の設置により，医師の教育・養成・確保を図り

ます。

ｆ 初期臨床研修期間の早い時期に産婦人科，小児科を経験するようなプログラム

作成を各臨床研修病院に働きかけます。

ｇ 本県における勤務に魅力を感じるようなウェブサイトやパンレット等を作成し，

全国の医師や医学生に発信します。

ｈ 特色のある研修プログラムの策定や，指導医の養成，地域の医療機関のネット

ワークの強化などにより，若手医師向けの研修機会の充実，地域医療の魅力向上

を図ります。

� 医療勤務環境の改善促進

� 茨城県医師会と協力し，医療勤務環境改善支援センターにおいて，医療従事者の

勤務環境改善に取り組む医療機関に対して，医業経営面，労務管理面の専門的な支

援を行います。

� 特に，女性医師は今後増加傾向にあることから，保育・就業等に係る相談に対応

する総合相談窓口を設置・運営するとともに，子どもの急な体調不良時等でも安心

して勤務できるよう，民間シッター等を活用した保育支援体制の構築に取り組みま

す。

� 医師の養成・確保のための規制緩和等に係る要望活動

� 医師の養成・確保のための抜本的な課題解決が図れるよう，国に対し，医師不足

が顕著な地域を優先し，地域偏在や診療科偏在の解消につながる制度の見直し，都

道府県への財政支援などを講ずるよう要望していきます。

【目標】

� 周産期医療体制の整備

【現状】

本県では，周産期医療体制の充実を図るため，県内を３つのブロックに分け，各ブロッ

クに総合周産期母子医療センター，地域周産期母子医療センター及び周産期医療協力病院

を指定し，周産期医療体制の整備を図るとともに，各総合周産期母子医療センターに妊産

婦搬送コーディネーターを配置するなど，地域の産婦人科医療機関，搬送機関との連携を

強化した総合的な診療体制を確保してきました。

番 号 目 標 項 目 現 状 目 標

１ 産科・婦人科医師数 ２１７ ２５１
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一方で，周産期医療体制を取り巻く環境は，高齢出産による低体重児出生割合の増加

など，高度な周産期医療の需要が増大しているにも関わらず，産婦人科医や小児科医，新

生児科医などの医療スタッフの不足，分娩取扱施設の減少や地域偏在の問題が山積みし，

大変厳しい状況となっています。

【課題】

ア 正常分娩等を取り扱う医療機関

開業医の高齢化や後継者不足等により，今後ますます地域の産科医療機関の減少や体

制の縮小が見込まれており，正常分娩をできる場所の確保や医師の負担軽減を図るため

の施策，基幹分娩取扱病院への重点化・集約化が必要となっています。

また，産前産後は精神的に不安定な時期であり，産後うつをはじめとした精神疾患の

発症や悪化のリスクを抱えていることから，早期にサポートする連携体制を構築するこ

とが求められます。

イ 比較的高度な周産期医療を行う医療機関（地域周産期母子医療センター，周産期救急

医療協力病院）

高齢出産によるハイリスク分娩の割合の増加に伴い，高度な周産期医療の需要増大の

ほか，医師不足による地域周産期母子医療センターや周産期救急医療協力病院の機能低

下が見られることから，安定した周産期医療体制の充実・強化を図る必要があります。

ウ リスクの高い妊娠及び新生児に対する高度な周産期医療を行う医療機関（総合周産期

母子医療センター）

高齢出産の増加による高度周産期医療の需要が拡大している一方で，新生児集中治療

室（ＮＩＣＵ）などの周産期関連病床や医師等の医療スタッフの不足，分娩施設の減少

や地域偏在が顕著となっています。また，正常分娩を取り扱う医療機関の減少や比較的

高度な周産期医療を行う医療機関の機能低下によって，正常分娩や比較的リスクの低い

患者に対応する機会が増加しており，総合周産期母子医療センターの負担が大きくなっ

ています。

さらに，新生児集中治療室（ＮＩＣＵ）などに入院する患者が急性期を脱した後の受

け皿となる病床や在宅医療を支援する体制を整備する必要があります。

■出生数

資料 人口動態調査（厚生労働省）

Ｓ５５年 Ｈ１年 Ｈ１０年 Ｈ２０年 Ｈ２５年 Ｈ２６年 Ｈ２７年

出生数 ３６�３６９ ２９�２１４ ２８�６０２ ２４�５９２ ２２�３５８ ２１�８７３ ２１�７００

うち低出生体重
児数

－ １�７２６ ２�２９３ ２�３５０ ２�１７２ ２�０７５ ２�１０１

割合 － ５�９ ８�０ ９�６ ９�７ ９�５ ９�７
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■周産期死亡率（出産千対）

■妊産婦死亡率（出産千対）

■新生児死亡率（出生千対）

■産科・産婦人科標榜一般病院数

【医療連携体制図】

資料 人口動態調査（厚生労働省）

資料 人口動態調査（厚生労働省）

資料 人口動態調査（厚生労働省）

資料 医療施設調査（厚生労働省）

Ｓ５５年 Ｈ１年 Ｈ１０年 Ｈ２０年 Ｈ２５年 Ｈ２６年 Ｈ２７年

茨城県 １４�４ ６�３ ６�１ ４�８ ４�２ ４�４ ４�２

全 国 １１�７ ６�３ ６�２ ４�３ ３�７ ３�７ ３�７

Ｓ５５年 Ｈ２年 Ｈ１２年 Ｈ２２年 Ｈ２５年 Ｈ２６年 Ｈ２７年

茨城県 ２１�２ ３�３ １０�３ － ８�７ ８�９ －

全 国 １９�５ ８�２ ６�３ ４�１ ３�４ ２�７ ３�８

Ｓ５５年 Ｈ１年 Ｈ１０年 Ｈ２０年 Ｈ２５年 Ｈ２６年 Ｈ２７年

茨城県 ６�６ ２�８ １�６ １�２ １�４ １�４ １�０

全 国 ４�９ ２�６ ２�０ １�２ １�０ ０�９ ０�９

Ｈ１４年 Ｈ１６年 Ｈ１８年 Ｈ２０年 Ｈ２５年 Ｈ２６年 Ｈ２７年

茨城県 ３７ ３７ ３６ ３０ ２９ ２９ ３０

全 国 １�７５０ １�６６６ １�５７６ １�４９６ １�３７５ １�３６１ １�３５３
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【対策】

ア 正常分娩等を取り扱う医療機関

� 目指すべき方向

� 正常分娩や妊婦健診等を含めた分娩前後の診療を安全に実施可能な体制の整備を

目指します。

� ハイリスク分娩や急変時に，地域周産期母子医療センター等へ迅速に搬送可能な

体制の整備を目指します。

� 求められる機能

� 正常分娩に対応すること。

� 妊婦健診等を含めた分娩前後の診療を行うこと。

� 他の医療機関との連携により，リスクの低い帝王切開術に対応すること。

� 対策

� 分娩を取りやめる医療機関の防止を図るとともに，助産師等を育成するための研

修などを行うことができる医療機関の確保に努めます。

� 分娩取扱施設における，医師確保のための支援などについて検討し，医療機関が

安定的な運営ができる医療体制の確保に努めます。

� バースセンター（注１）の活用などによる産婦人科医の負担軽減や，正常分娩につい

て集約化，広域化に向けての体制づくりを促進します。

� 妊産婦の容態悪化時に，速やかに適切な医療機関に搬送できるよう，妊産婦搬送

コーディネーターを含む，高次の医療機関との連携体制を強化します。

� 産後うつになるリスクの高い妊産婦を早期に発見できるよう産婦人科医と精神科

医の連携強化に努めます。

� 産婦健診，乳児訪問等により，産後うつを早期発見し，適切な産後ケアや早期の

精神科受診につなげるよう，産婦人科医，精神科医，臨床心理技術者，精神保健従

事者等との連携強化に努めます。

イ 比較的高度な周産期医療を行う医療機関（地域周産期母子医療センター，周産期救急

医療協力病院）

� 目指すべき方向

� 地域周産期医療センター及びそれに準ずる施設を中心とした周産期母子医療体制

による２４時間対応可能な周産期の救急対応を行うこと。

� 求められる機能

� 産科，小児科を備え，周産期に係る比較的高度な医療を実施すること。

� ２４時間体制での周産期救急医療に対応すること。

� 地域の産婦人科医療機関や総合周産期母子医療センターと連携を図ること。

� 対策

� 県北地域の周産期医療体制の充実のため，現在休止している地域周産期母子医療

センターの機能回復を図ります。

（注１） バースセンター：助産師が中心となってお産を担当し，異常発生時には医師が介入する院内助産システム
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� 地域周産期母子医療センター及び周産期救急医療協力病院の役割，機能の分担を

図り，安定的に運営できるよう支援し，適切な周産期医療提供体制の確保に努めま

す。

� 地元開業医との連携など地域周産期母子医療センターや周産期救急医療協力病院

の機能維持と強化に努めます。

� 総合母子周産期医療センターでの急性期管理が終了した患者の受け皿となり，小

児在宅医療への移行を促進する連携体制の強化と機能充実に努めます。

ウ リスクの高い妊娠及び新生児に対する高度な周産期医療を行う医療機関（総合周産期

母子医療センター）

� 目指すべき方向

� 新生児搬送や新生児集中治療室（ＮＩＣＵ）の後方病床を含めた新生児医療の提

供が可能な体制を整備すること。

� 周産期医療連携施設を退院した障害児が生活の場で療養・療育できるよう，医療，

保健及び福祉サービスが総合的に連携した支援をすること。

� 求められる機能

� 高度な周産期医療の提供や母体及び新生児搬送を受け入れる体制を有すること。

� 母体，胎児集中治療室（ＭＦＩＣＵ）を備え，妊娠合併症など母体におけるリス

クの高い妊娠に対する医療を実施すること。

� 新生児集中治療室（ＮＩＣＵ），新生児回復室（ＧＣＵ）を備え，胎児，新生児

異常など児における高度な新生児医療を実施すること。

� 対策

� 総合周産期母子医療センターが安定的に運営できるよう支援し，高度で専門的な

周産期医療の提供に努めます。

� 産婦人科医，小児科医及び新生児科医の確保，女性医師の継続的な就業支援に取

り組み，総合周産期母子医療センターに勤務する医師の確保に努めるとともに医師

１人当たりの負担軽減を図ります。

� 新生児集中治療室（ＮＩＣＵ）等から退院していく医療的ケア児が小児在宅医療

に移行することを促進する体制整備に努めます。

� 円滑な転院が図られるよう，地域周産期母子医療センター，周産期救急医療協力

病院との連携体制を強化します。
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【目標】

番号 目 標 項 目 現 状 目 標

１ 新生児死亡率（出生千対） Ｈ２８：１�０人 全国平均以下
０�９人（Ｈ２８）

２ 周産期死亡率（出生千対） Ｈ２８：４�０人 全国平均以下
３�６人（Ｈ２８）

３ 県域を越えた搬送を含む連携体制の整備 １箇所 ２箇所

４ 総合周産期母子医療センター産科医師１人あ
たりに対するハイリスク分娩数 ２５�１件 １３�１件

５ 新生児集中治療室（ＮＩＣＵ）の病床数 ４２床 ５７床

各 論
第１章

１７８



笠間市

鹿嶋市

北茨城市

下妻市

つくば市 土浦市

ひたちなか市

結城市

龍ケ崎市

潮来市

阿見町

河内町

美浦村

大子町

五霞町

つくばみらい市

常陸大宮市

東海村

茨城町
大洗町

小美玉市

八千代町

水戸市

石岡市

坂東市

牛久市

笠間市

鹿嶋市

北茨城市

古河市

筑西市

下妻市

高萩市

つくば市 浦土 市

取手市

常陸太田市

日立市

ひたちなか市

結城市

龍ケ崎市

潮来市

阿見町
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小山記念病院 

（H22.1.22指定）

東京医科大学茨城医療センター 

（H22.1.22指定） 

筑波学園病院 

（H22.1.22指定）

■ 
▲ 水戸赤十字病院 

（H18.3.30指定） 

■ 

土浦協同病院 
（H17.8.31指定） 

▲ 

JA とりで総合医療センター

（H18.3.30指定） 

筑波大学附属病院 
（H17.6.29指定） 

▲ 

茨城西南医療セン

ター病院 

（H18.3.30指定） 

【凡 例】 

《総合周産期母子医療センター》 

■ ３施設 

・ １ブロック１施設指定 

・ 専任医師：常時勤務 

・ ＭＦＩＣＵ：６床以上 

・ ＮＩＣＵ：９床以上 

・ 周産期医療情報システムの運営 

・ 周産期医療関係者研修の実施 

 

《地域周産期母子医療センター等》 

● 地域周産期母子医療センター（中核） 

  ▲ 地域周産期母子医療センター 

 ◆ 周産期救急医療協力病院 

県央・県北ブロック

県南・鹿行ブロック 

つくば・県西ブロック 

● 

■ 

水戸済生会総合病院（周産期）
県立こども病院（新生児） 
（H17.6.29指定） 

江幡産婦人科・内科病院 

（H22.1.22指定） 

◆ ◆ 

石渡産婦人科病院 

（H22.1.22指定） 

◆ ◆ 

◆ 

㈱日製日立総合病院（休止） 
（H18.3.30指定，H21.4.1休止） 
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